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第４章 施策の展開 
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 地域住民が、身近な地域に関心を持ち、近所に住む人と互いに知り合うことができる

ように、そのきっかけをつくります。 

    

基本目標基本目標基本目標基本目標    １１１１    「顔の見える関係づくり」を進める「顔の見える関係づくり」を進める「顔の見える関係づくり」を進める「顔の見える関係づくり」を進める    

 

（１）地域に関心を持つきっかけづくり（１）地域に関心を持つきっかけづくり（１）地域に関心を持つきっかけづくり（１）地域に関心を持つきっかけづくり 

 

［施策の方向性］ 
 

 

 

 

 

［現状・課題］ 
・地域福祉を推進していくためには、まず、地域や、地域に住む人々に関心を持ち、誰もがお互

いを思いやる心を育てていくことが大切になります。さらに、地域福祉とは何か、なぜ必要な

のか、そして自分や地域にはどのような役割が求められているのかを知ることが大切です。 

・地域福祉活動は、これまでも本市の様々な地域の中で行われてきました。しかし、アンケート

によると、人々の地域福祉に対する意識の希薄さや、地域福祉活動に関わる人の偏りなどが課

題となっているようです。 

・「地域福祉」は一人ひとりの

“暮らしの中の幸せ”をつ

くっていくものであるとい

う認識のもとで、声かけや

あいさつなどの日常的なと

ころから交流を実践し、地

域福祉の大切さを知ること

が大切です。 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

今からは小さい単位が特に

大切であり、ぜひ徹底的に

「福祉教育」を進めてほし

い。そうすることで、自分た

ちが何をすべきかがわかっ

てくるはず。 

（ワークショップ） 

 

知人でないとあいさつがで

きないなど、人と人とのつ

ながりが希薄になりつつあ

る。 

（豊南地区住民懇談会） 

日頃からコミュニケーショ

ンをとるように各自が心掛

け、積極的に加わる努力が

必要である。回覧板をまわ

す時などを活用する。 

（ワークショップ） 

 

ワークショップ・住民懇談会からの声ワークショップ・住民懇談会からの声ワークショップ・住民懇談会からの声ワークショップ・住民懇談会からの声    

■地域の支え合い活動を進めるに当たっての課題（31ページグラフ再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：豊田市地域福祉に関する自治区長、民生委員・児童委員アンケート調査（平成25年度） 
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0% 20% 40% 60% 80%

地域福祉活動に関わる人が少ない

活動のリーダーがいない

地域福祉に無関心な人が多い

団体・組織間の連携が乏しい

活動に必要な情報が得られない

活動がマンネリ化している

活動範囲が広すぎる

活動について相談できるところがない

特に課題はない

自治区長（N=272）

民生委員・児童委員（N=449）

  

    第４章の表し方第４章の表し方第４章の表し方第４章の表し方    
  
 第４章では、「基本施策」「重点取組」及び「数値目標」を示します。それぞれの掲載項目は次

のとおりです。 

■基本施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の方向性】 

施策ごとに、市民・地域・事業者・社

会福祉協議会・行政がともに進める取

組の方向性を掲載しています。 

【現状・課題】 

施策ごとに、アンケートやワークショ

ップ、住民懇談会などで明らかになっ

た豊田市の現状や課題を掲載していま

す。 

 

アンケートやワークショップ、

住民懇談会から出された市民の

声を掲載しています。 

 

住民 の役割 

 地域の仲間を増やす 

  地域の様々な人を誘い合って交流し、一緒に活動する仲間を増やしましょう。 

 隣近所の人とのつながりを持つ 

  あいさつなどの身近なところから、隣近所などの地域の人と交流を深めましょう。 

 
 

地域 の役割 

 各活動で多様な人の参加を図る 

  地域組織・団体内での活動や、地域の行事、イベント、趣味等の活動において、日常的に

地域の人と交流できる機会をつくるとともに、様々な人の参加を促しましょう。 

 
 

事業者 の役割 

 地域との交流を大切にする 

  地域のイベント・行事や日常的な地域の人々との関わりや交流を大切にしましょう。 

 
 

社協 の役割 

 多様な参加者が地域に目を向ける機会を設ける 

  社会福祉協議会で実施する様々な地域福祉活動において、より多くの人が興味を持ち、活

動に参加するきっかけとなるような企画・工夫を行います。 

 
 

行政 の役割 

 多様な参加者が地域に目を向ける機会を設ける 

  イベントの開催や情報誌の発行等を通じ、地域や地域福祉の重要性等について周知・啓発

を行います。 

    
 
   

 

 

 

 
     

  

 最近では、大人も子どももあいさつをしなくなり、地域の連帯感が薄れてきました。このよう
な中、⾼橋地域教育懇談会（事務局：⾼橋中学校と⾼橋交流館）では、子どもの健全育成や、安
全・安心な地域づくりのために、地域の中での日常的な「あいさつ」が⼤切だと考えました。そ
こで、平成 23年度より、高橋地域教育懇談会を中心に、年３回の強調週間を設けた「⾼橋地区
あいさつ運動」や「標語・ポスターコンクール」を⾏っています。 
 自治区では、地域の中であいさつをする気運を高めるため、呼びかけを⾏い、⺠⽣委員・児童
委員は、こども園や小中学校の校門であいさつ運動を⾏っています。また、こども園や小中学校
では、強調週間以外にＰＴＡや児童会、生徒会が主体となったあいさつ運動を展開しています。
このように、それぞれの団体であいさつへの意識を⾼める活動しており、あいさつの輪が地域全
体に広がってきています。 

   高橋地区 あいさつ運動 

  ～家庭・地域・学校をつなぐ「あいさつ」の大切さ～ 

あなたのまわりの 

地域福祉活動 

 

【あなたのまわりの地域福祉活動】 

本市で、すでに進めている活動の優良

事例等を掲載しています。 

施策ごとに、住民、地域（自治区

や民生委員・児童委員、ボランテ

ィアやその他地域活動団体等な

どを含む）、事業者、社会福祉協

議会、行政の役割分担を掲載して

います。 
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    重点取組重点取組重点取組重点取組    

   

基基基基基基基基本本本本本本本本目目目目目目目目標標標標標標標標１１１１１１１１「「「「「「「「「「「「「「「「顔顔顔顔顔顔顔顔のののののののの見見見見見見見見ええええええええるるるるるるるる関関関関関関関関係係係係係係係係づづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりり」」」」」」」」をををををををを進進進進進進進進めめめめめめめめるるるるるるるる」」」」」」」」のののののののの重重重重重重重重点点点点点点点点取取取取取取取取組組組組組組組組   

重点取組１ 住民懇談会の開催 

 地域の課題や魅力の共通認識を図るとともに、顔の見える関係づくりを進めるきっかけとして、

平成25年度から平成26年度にかけて市内27中学校区で住民懇談会を開催しました。 

 住民懇談会では、それぞれの地域特性を表す特徴的な課題が出る反面、“人とのつながりやコ

ミュニケーションの希薄化”が全市で共通している課題であることがわかりました。地域福祉推

進の原点であるこのような問題を、全市的な展開の中で改善していくことが必要となっています。 

 そこで、地域の人と顔を合わせながら、地域の課題をともに語り合い、考える場として、今後

も継続的に住民や地域が主体となった住民懇談会が開催されるよう、積極的に支援を行います。 

  

■実施イメージ ～様々な単位での住民懇談会の開催から実践者の拡大につなげる～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■役割分担とスケジュール 

区分 役割 

スケジュール 

H27 H28 H29 H30 H31 

住民 

地域 

住民懇談会への幅広い参加の呼びかけ、住民懇談会での

積極的な議論、地域に持ち帰っての活動の実践、将来的

には住民懇談会の運営 

 

    

事業者 

地域の事業者や企業としての住民懇談会での積極的な議

論の参加、事業活動を通じての地域づくりへの参画 

 

    

社協 

住民懇談会の開催、地域主体の住民懇談会の運営の支援、

幅広い参加の仕掛けづくり 

 

    

行政 

地域会議や地区コミュニティ会議による地域課題解決等

における、住民懇談会の意見の活用 

 

    

中学校区単位、

自治区単位、地

区内の機能別団

体 単 位 な ど 、

様々な単位での

開催 

小地域単位での懇談会開催支援 

モデル実施地区の指定検討 

＜期待する効果＞ 

●顔の見える関係づくり 

●地域課題の共有 

●地域福祉活動の実践者の拡大 

●地域予算提案事業やわくわく事業など

を活用した課題解決への展開 

●地域主体の住民懇談会の継続的開催 

 

住民懇談会 

 子ども 

 若者 

 中高年  高齢者 

 外国人住民  子育て世代 

 
    

障がい者 

  

    数値目標数値目標数値目標数値目標    
本計画の推進状況をはかるものとして数値目標を掲げ、地域福祉を推進していきます。 

基本目標１ 「顔の見える関係づくり」を進める 

基本目標２ 地域福祉活動の担い手を増やす 

基本目標３ 助け合いのできる地域をつくる 

基本目標４ 社会的孤立を防ぐ支援と仕組みをつくる 

基本目標５ 要配慮者対策を進める 

市民アンケート … 本計画を策定するために平成25年度に市民、自治区長、民生委員・児童委員に実施したアンケートで、今後も計

画の改定に合わせて実施する予定。 

市民意識調査   … まちづくりに対する市民のニーズや意識を統計的に把握し、市政運営の基礎資料とするために実施している総合

的なアンケート調査。 

指標項目 考え方 現状値 目標値 

近所付き合いをしている市

民の割合 

市民アンケートにおいて、近所付き合いの程度が困

ったことの相談・助け合いや、そこに至らぬまでも

世間話をする程度である市民の割合 

62.6％ 

(平成25年度) 

80％ 

住民懇談会の開催数 地域(地区・自治区)単位での住民懇談会開催数 

年27回 

(平成25年度) 

年30回 

指標項目 考え方 現状値 目標値 

企業等が実施する地域貢献

活動への参加者数 

地域貢献等を目的に独自プログラムを企画した企

業・団体の数及び参加した社員等の数 
（社協のボランティア活動保険・行事用保険加入状況調べ） 

25社・団体 

延べ3,816人 

（平成26年度） 

30社・団体 

延べ5,000人 

市民のボランティア参加者

数 

市民意識調査等において、ボランティア活動へ参加

したことがある市民の割合 
13.9％ 

（平成23年度） 

30％ 

指標項目 考え方 現状値 目標値 

隣近所で助け合い活動を行

っている市民の割合 

市民アンケートにおいて、隣近所での助け合いをし

ている市民の割合 

47.2％ 

（平成25年度） 

60％ 

地域支援者の数 
ひとり暮らし高齢者を始めとする支援を要する人に

係る地域支援者の数 
延べ1,650人 

（平成26年11月末） 

延べ10,000人 

指標項目 考え方 現状値 目標値 

生活困窮者のうち、自立につ

ながった人の割合 
生活困窮者に係る自立相談支援事業の利用者のう

ち、プランを終了して自立につながった件数の割合 

― 30％ 

悩みがあるときに相談相手が

いる、相談をする市民の割合 

市民アンケートにおいて、生活上の悩みや不安につ

いて誰かに相談している市民の割合 

80.4％ 

（平成25年度） 

85％ 

指標項目 考え方 現状値 目標値 

避難行動要支援者の情報提

供に係る同意の割合 
避難行動要支援者の避難支援等関係者への情報提供

についての同意の割合 

76.1％ 

（平成26年11月末） 

85％ 

個別支援台帳の作成の割合 
情報提供に係る同意をした避難行動要支援者のう

ち、個別支援台帳を作成した割合（年度末） 

－ 60％ 

■重点取組 

 

 

 

 

 

 

それぞれの基本目標ごとに、「基本施

策」の後に掲載しています。重点取組

が必要な背景や、実施に向けた方向性

を掲載しています。 

 

【実施イメージ】 

重点取組の実施イメージを、図や表な

どを用いてわかりやすく表していま

す。 

 

【役割分担とスケジュール】 

「住民・地域」「事業者」「社協」「行政」

について、重点取組を推進する際の役

割と、今後５年間の実施スケジュール

を掲載しています。 

 

第４章の最後に掲載しています。

基本目標ごとに、取組の推進状況

をはかるための数値目標を設定し

ています。 

■数値目標 
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 地域住民が、身近な地域に関心を持ち、近所に住む人と互いに知り合うことができる

ように、そのきっかけをつくります。 

    

基本目標基本目標基本目標基本目標    １１１１    「顔の見える関係づくり」を進める「顔の見える関係づくり」を進める「顔の見える関係づくり」を進める「顔の見える関係づくり」を進める    

 
（（（（（（（（１１１１１１１１））））））））地地地地地地地地域域域域域域域域にににににににに関関関関関関関関心心心心心心心心をををををををを持持持持持持持持つつつつつつつつききききききききっっっっっっっっかかかかかかかかけけけけけけけけづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりり  
 
［施策の方向性］ 
 
 
 
 
 
［現状・課題］ 
・地域福祉を推進していくためには、まず、地域や、地域に住む人々に関心を持ち、誰もがお互

いを思いやる心を育てていくことが大切になります。さらに、地域福祉とは何か、なぜ必要な

のか、そして自分や地域にはどのような役割が求められているのかを知ることが大切です。 

・地域福祉活動は、これまでも本市の様々な地域の中で行われてきました。しかし、アンケート

によると、人々の地域福祉に対する意識の希薄さや、地域福祉活動に関わる人の偏りなどが課

題となっているようです。 

・「地域福祉」は一人ひとりの

“暮らしの中の幸せ”をつ

くっていくものであるとい

う認識のもとで、声かけや

あいさつなどの日常的なと

ころから交流を実践し、地

域福祉の大切さを知ること

が大切です。 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

今からは小さい単位が特に

大切であり、ぜひ徹底的に

「福祉教育」を進めてほし

い。そうすることで、自分た

ちが何をすべきかがわかっ

てくるはず。 

（ワークショップ） 

 

知人でないとあいさつがで

きないなど、人と人とのつ

ながりが希薄になりつつあ

る。 

（豊南地区住民懇談会） 

日頃からコミュニケーショ

ンをとるように各自が心掛

け、積極的に加わる努力が

必要である。回覧板をまわ

す時などを活用する。 

（ワークショップ） 

 

ワークショップ・住民懇談会からの声ワークショップ・住民懇談会からの声ワークショップ・住民懇談会からの声ワークショップ・住民懇談会からの声    

■地域の支え合い活動を進めるに当たっての課題（31ページグラフ再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：豊田市地域福祉に関する自治区長、民生委員・児童委員アンケート調査（平成25年度） 
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地域福祉活動に関わる人が少ない

活動のリーダーがいない

地域福祉に無関心な人が多い

団体・組織間の連携が乏しい

活動に必要な情報が得られない

活動がマンネリ化している

活動範囲が広すぎる

活動について相談できるところがない

特に課題はない

自治区長（N=272）

民生委員・児童委員（N=449）



47 
 

 

住民 の役割 

 地域の仲間を増やす 

  地域の様々な人を誘い合って交流し、一緒に活動する仲間を増やしましょう。 

 隣近所の人とのつながりを持つ 

  あいさつなどの身近なところから、隣近所などの地域の人と交流を深めましょう。 

 

 

地域 の役割 

 各活動で多様な人の参加を図る 

  地域組織・団体内での活動や、地域の行事、イベント、趣味等の活動において、日常的に

地域の人と交流できる機会をつくるとともに、様々な人の参加を促しましょう。 

 

 

事業者 の役割 

 地域との交流を大切にする 

  地域のイベント・行事や日常的な地域の人々との関わりや交流を大切にしましょう。 

 

 

社協 の役割 

 多様な参加者が地域に目を向ける機会を設ける 

  社会福祉協議会で実施する様々な地域福祉活動において、より多くの人が興味を持ち、活

動に参加するきっかけとなるような企画・工夫を行います。 

 

 

行政 の役割 

 多様な参加者が地域に目を向ける機会を設ける 

  イベントの開催や情報誌の発行等を通じ、地域や地域福祉の重要性等について周知・啓発

を行います。 

 
 
 
 

 

   

 

 

 

      

  

 最近では、大人も子どももあいさつをしなくなり、地域の連帯感が薄れてきました。このよう
な中、⾼橋地域教育懇談会（事務局：⾼橋中学校と⾼橋交流館）では、⼦どもの健全育成や、安
全・安⼼な地域づくりのために、地域の中での⽇常的な「あいさつ」が⼤切だと考えました。そ
こで、平成23年度より、⾼橋地域教育懇談会を中⼼に、年３回の強調週間を設けた「⾼橋地区
あいさつ運動」や「標語・ポスターコンクール」を⾏っています。 
 ⾃治区では、地域の中であいさつをする気運を⾼めるため、呼びかけを⾏い、⺠⽣委員・児童
委員は、こども園や⼩中学校の校門であいさつ運動を⾏っています。また、こども園や⼩中学校
では、強調週間以外にＰＴＡや児童会、生徒会が主体となったあいさつ運動を展開しています。
このように、それぞれの団体であいさつへの意識を⾼める活動しており、あいさつの輪が地域全
体に広がってきています。 

   高橋地区 あいさつ運動 

  ～家庭・地域・学校をつなぐ「あいさつ」の大切さ～ 

あなたのまわりの 

地域福祉活動 
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 地域住民が気軽に集え、そこに行けば誰かと顔を合わせることができる、世代を超え

た交流の居場所をつくります。 

240
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309 308
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平成

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

（か所）

  
（（（（（（（（２２２２２２２２））））））））地地地地地地地地域域域域域域域域ででででででででのののののののの居居居居居居居居場場場場場場場場所所所所所所所所づづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりり  
 
［施策の方向性］ 
 
 
 
 
 
［現状・課題］ 
・子どもから高齢者までの住民が気軽に集える場として、社会福祉協議会が支援し、地域で運営

する「地域ふれあいサロン」があります。また、生涯学習の拠点として整備されている交流館

も、中学校区ごとのコミュニティ活動や情報発信の拠点となっています。この他、地域には、

人と出会うことができるコミュニティ施設や交流の機会が多数存在しています。 

・地域福祉の推進のためには、地域の中に誰もが集える「居場所」があることが重要です。世代

や所属などに縛られずに自由に立ち寄ることができ、その地域に暮らす誰もが日常的にふれあ

える場所・機会を、地域に合ったかたちでつくっていく必要があります。 

 

   ■地域ふれあいサロンの実施か所数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

             資料：豊田市社会福祉協議会 

                                                         地域ふれあいサロン 

       

 

 

 

 

市内の中心部でも長く使用

していない店舗や家屋を多

く見かけます。そういった場

所を、交流館や区民会館とは

違う、地域の活動場所として

使うことはできないでしょ

うか。（ワークショップ） 

 

地元に長く住む方たちと、

引っ越してきたばかりの人

たちの交流（出会い）の場

が必要。 

（ワークショップ） 

ワークショップ・住民懇談会からの声ワークショップ・住民懇談会からの声ワークショップ・住民懇談会からの声ワークショップ・住民懇談会からの声    

 

 

ふれあいの場や、高齢者が

集える場がない。 

 

（住民懇談会） 
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住民 の役割 

 地域の交流の場に参加する 

  「地域ふれあいサロン」などの、地域で行われる交流の場に積極的に参加し、多くの人と

交流を楽しみましょう。 

 

 

地域 の役割 

 気楽に集える場、仲間をつくる 

  地域の行事やイベント、その他の交流の場等において、日常的に地域の人と交流できる機

会をつくるとともに、様々な人の参加を促しましょう。 

 

 

事業者 の役割 

 地域の人が気軽に集える場や機会を提供する 

  事業活動や地域貢献事業などを通じて、地域の人が気軽に集える場や機会を提供するよう

努めましょう。 

 

 

社協 の役割 

 地域での多世代交流を図る支援を行う 

  「地域ふれあいサロン」や住民懇談会の開催を通じ、地域の中で、様々な人と交流し、活

動できる機会づくりを支援します。 

 

 

行政 の役割 

 地域での多世代交流を図る支援を行う 

  学校と地域との連携による活動や、交流館を拠点とした様々な活動を活性化することで、

多様な世代が交流できる居場所づくりを支援します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 農山村部において、公共交通の維持や活性化は共通の課題です。このような中、稲武地区には
バスの待ち時間の⻑さを逆⼿にとった、魅⼒的な交流の場があります。 
 平成21年から稲武地域バス（どんぐりバス）の停留所横にある空き家を利⽤したパスまちサ
ロン「ちょっとよって館」では、バスの待ち時間を活⽤した交流が⾏われ、バスの利⽤促進や⾼
齢者の閉じこもり防止に一役かっています。 
 設置の中心となった「パスまちサロン会」では、地域包括支援センターや社会福祉協議会、そ
の他地域の様々な分野の団体と連携した取組を⾏い、⾼齢者の閉じこもり予防のみならず、地域
教育や商店街の活性化など、様々な分野に効果をあげています。 

   パスまちサロン「ちょっとよって館」 

  ～バスの待合所が地域の交流の拠点に～ 

あなたのまわりの 

地域福祉活動 
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 地域における問題を身近なものであると理解し、より多くの人が地域の活動に参加し、

支援・協力する機運をつくります。 

    

基本目標基本目標基本目標基本目標    ２２２２    地域福祉活動の担い手を増やす地域福祉活動の担い手を増やす地域福祉活動の担い手を増やす地域福祉活動の担い手を増やす    

 
（（（（（（（（１１１１１１１１））））））））地地地地地地地地域域域域域域域域福福福福福福福福祉祉祉祉祉祉祉祉のののののののの機機機機機機機機運運運運運運運運のののののののの盛盛盛盛盛盛盛盛りりりりりりりり上上上上上上上上げげげげげげげげ  
 
［施策の方向性］ 
 
 
 
 
 
［現状・課題］ 
・地域には、年齢、性別、国籍の違いや障がいの有無など、様々な人が暮らしています。また、

家族形態や人々の暮らし方も多様になっており、従来のように、家族や親族の支援があること

を前提とした福祉の考え方を転換していく必要があります。 

・単身世帯や核家族世帯が増加し、家庭や地域での世代間の関わりが少なくなっています。子ど

もや若い世代が、人と人とのつながりを中心として福祉の心を育んでいけるような環境や仕組

みをつくっていく必要があります。 

・時代の変化に伴い、これからも福祉ニーズの増大や多様化が進むことが見込まれます。これら

に対応するためには、行政や社会福祉協議会による福祉サービスに加え、地域で活動している

住民や地域活動団体、事業者等と連携・協力して、多様な主体によるサービスを拡充するとと

もに、住民相互の日頃からの支え合い活動を活発にしていくことが大切です。 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

子どもが成長していくと、近

所の人や地域との会話の機

会が減ってくる。 

（ワークショップ） 

 

結婚しない男女が増加して

おり、世帯機能が継続して

いかない。 

（竜神地区住民懇談会） 

ワークショップ・住民懇談会からワークショップ・住民懇談会からワークショップ・住民懇談会からワークショップ・住民懇談会からの声の声の声の声    

 

生活習慣の違いから、地元

の高齢者は外国人住民をな

かなか受け入れられない。 

（保見地区住民懇談会） 

 

稲武中学校での福祉学習会 ＪＡ助け合いの会によるミニデイサービス 
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住民 の役割 

 地域には様々な人が暮らすことを理解する 

  年齢、性別、国籍の違いや障がいの有無など、様々な個性を持った人を理解し、同じ地域

に暮らす住民として認め合いましょう。 

 仲間とともに興味を持って参加してみる 

  積極的に地域活動や福祉に関する情報を得るように努めましょう。また、地域福祉に関す

る学習の場や地域の様々な活動に、仲間とともに興味を持って参加してみましょう。 

 

 

地域 の役割 

 隣近所に住む人を互いに理解し合う 

  地域活動や交流の機会において、年齢、性別、国籍の違いや障がいの有無などに関わらず、

様々な個性を持った人の参加を促し、相互に理解し合う機会として活用しましょう。 

 

 

事業者 の役割 

 地域に住む人を理解する 

  事業活動の対象として、地域にいる様々な個性を持った人を受け入れられるよう取り組み

ましょう。 

 

 

社協 の役割 

 地域には様々な人が暮らすことを理解するきっかけをつくる 

  各学校において実施する、総合的な学習や福祉教育の活動に対し、講師の派遣や講師の調

整、体験学習に必要な備品の貸出し、相談等による支援を行い、児童生徒が福祉について学ぶ

機会を提供します。 

 

 

行政 の役割 

 地域には様々な人が暮らすことを理解するきっかけをつくる 

  広報紙やホームページ、ケーブルテレビ（ひまわりネットワーク）等の媒体を活用して、

市や地域での福祉に関する取組や、個人や地域に求められる役割を紹介するなどし、すべての

人の福祉意識の醸成に努めます。 

  



52 
 

 今まで地域の活動に参加する機会の少なかった人を、地域福祉活動の重要な担い手と

して、地域活動への参加を促進します。 

 

（（（（（（（（２２２２２２２２））））））））地地地地地地地地域域域域域域域域デデデデデデデデビビビビビビビビュュュュュュュューーーーーーーー・・・・・・・・活活活活活活活活動動動動動動動動デデデデデデデデビビビビビビビビュュュュュュュューーーーーーーーのののののののの推推推推推推推推進進進進進進進進  
   
［施策の方向性］ 
 
 
 
 
 
［現状・課題］ 
・地域福祉を進める主役は、その地域に暮らす住民です。しかし、現在の地域福祉活動は、その

多くで高齢者が担い手となっており、仕事を持つ世代は地域との関わりが薄く、活動に参加し

にくいという現状がみられます。 

・定年退職を迎える世代は、これから、地域福祉活動において担い手としての役割が期待されま

す。これまで活動に参加していなかった人、地域との関わりが少なかった人などへの働きかけ

を行い、活動に意欲を持った新たな人材の発掘・育成へとつなげ、地域福祉活動の担い手をつ

くっていくことが必要です。 

・本市では、とよた市民活動センターを設置し、市民活動に関する相談、ＮＰＯ法人化認証手続

の支援などを通じて市民活動の活性化を図り、共働によるまちづくりを推進しています。 

・また、誰もが福祉の活動に気軽に参加できる仕組みとしてボランティア活動があります。ボラ

ンティア活動が市民の生活により身近なものとなるよう、活動参加への機運を高めていくこと

が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

サークルの活動に、途中から

では入りにくく、広がりがな

い。 

（ワークショップ） 

 

住民の平均年齢が上がり、

活動の後継者が不足してい

る。 

（逢妻地区住民懇談会） 

ワークショップ・住民懇談会からの声ワークショップ・住民懇談会からの声ワークショップ・住民懇談会からの声ワークショップ・住民懇談会からの声    

 

自治区や子ども会、老人ク

ラブの役員の引き受け手が

少ない。 

（ワークショップ） 

 

上中島自治区の交通安全立哨 福祉施設でのボランティア活動 
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住民 の役割 

 仲間とともに興味を持って参加してみる 

  地域デビュー、活動デビューのための学習の場等に、仲間とともに興味を持って参加して

みましょう。 

 

 

地域 の役割 

 活動団体のＰＲやスムーズな受入れの工夫をする 

  自分たちの活動を積極的に地域にＰＲしましょう。また、活動団体・組織への新規加入を

促進するとともに、運営しやすい組織形態について検討してみましょう。 

 

 

事業者 の役割 

 地域貢献活動に取り組む 

  従業員による地域貢献活動に取り組んでみましょう。 

 

 

社協 の役割 

 活動団体の情報を集約し、地域活動未経験者を地域活動などに促す 

  これまで地域活動に参加していない人が活動に参加できるよう、地域デビュー・活動デビ

ューのための講座等を開催します。 

  また、ボランティア活動を行う個人・団体を支援するとともに、ボランティア活動のコーデ

ィネートや新たなボランティアの育成を行います。 

 

 

行政 の役割 

 活動団体の情報を集約し、地域活動未経験者を地域活動などに促す 

  地域の様々な団体・組織に加入者が増加するよう、活動内容や情報の集約・発信を行いま

す。また、これまで地域活動に参加していない人に対し、参加を促すための啓発を行います。 

  高校生・大学生がボランティア活動により参加しやすい仕組みづくりを行います。 

  さらに、企業との連携により、働く世代からの地域活動への参加を促進します。 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 トヨタ⾃動⾞労働組合のボランティア活動は平成５年から始まりました。当時は、「ボランテ
ィア研究会」として、ボランティアのノウハウを習得する活動を展開してきました。平成9年
には、名称を「トヨタ・ユニオン・ボランティア(TUV)」に変更し、ボランティア活動や地域貢
献活動の『研究』から『⾏動』へと、より積極的な取組へと方針を転換しました。 
 活動は、⼦どもとの交流や障がい者への⽀援、社会⼈向けのボランティアセミナーの開催など、
多方面に渡り、豊田市内のみならず幅広い地域で活躍しています。 
 

   ＴＵＶ（トヨタ・ユニオン・ボランティア） 

  ～社会人の地域貢献活動を活発にする取組～ 

あなたのまわりの 

地域福祉活動 



54 
 

 地域福祉活動の自立のため、地域課題を発見し、地域での議論・活動を主導するリー

ダー、ファシリテーター、団体の事務を行う人材などを育成します。 

 
（（（（（（（（３３３３３３３３））））））））地地地地地地地地域域域域域域域域ににににににににおおおおおおおおけけけけけけけけるるるるるるるるリリリリリリリリーーーーーーーーダダダダダダダダーーーーーーーーななななななななどどどどどどどどのののののののの育育育育育育育育成成成成成成成成  
 
［施策の方向性］ 
 
 
 
 
 
［現状・課題］ 
・地域活動の推進に向けては、活動を牽引するリーダーの存在が必要です。しかし、自治区長、

民生委員・児童委員アンケートでは、地域の課題として「活動のリーダーがいない」ことがあ

げられており、課題となっています。 

・また、自治区長、民生委員・児童委員など地域の活動のリーダーとなっている方の大半が年配

者であり、若手のリーダーが不足していることも課題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

自治区や子ども会、老人クラ

ブの役員の引き受け手が少

ない。 

（ワークショップ） 

 

無関心ではないと思うが、

リーダーになるのが嫌な人

が多いと思う。 

（民生委員・児童委員アンケート） 

ワークショップ・住民懇談会からの声ワークショップ・住民懇談会からの声ワークショップ・住民懇談会からの声ワークショップ・住民懇談会からの声    

 

自分も含め、近隣が高齢者ば

かりでどのように支えたら

いいかわからない。若いリー

ダーが必要。 

（市民アンケート） 

 

新任民生委員・児童委員研修 
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 ⺠⽣委員法において「⺠⽣委員は、社会奉仕の精神をもって、常に住⺠の⽴場に⽴って相談に
応じ、必要な援助を⾏い、もって社会福祉の増進に努めるもの」と規定されています。⺠⽣委員
は、児童福祉法に基づき、児童及び妊産婦の福祉の向上のために必要な相談・援助等を⾏う「児
童委員」を兼ねることとされています。⺠⽣委員は、平成29年度に制度発⾜100周年を迎え
る、歴史ある制度です。 
 本市では、約560名の⺠⽣委員・児童委員の皆さんが活躍しています。地域の中で訪問活動
や相談・⽀援などを⾏い、安⼼な地域づくりに貢献しています。 

   民生委員・児童委員 

  ～安心な地域づくりのための最も身近な相談相手～ 

あなたのまわりの 

地域福祉活動 

 

住民 の役割 

 研修や活動に参加し、活動を主導する力を養う 

  地域福祉に関する研修に参加し、知識や技術を高めましょう。また、活動等に参加し、リー

ダーなどの役割を務めてみましょう。 

 

 

地域 の役割 

 各種活動を通じてリーダーなどを育成する 

  地域活動の中で、リーダーなどを育成する環境をつくりましょう。 

 

 

事業者 の役割 

 地域貢献活動などにおいて、リーダーなどの育成をする 

  地域貢献活動や事業活動などを通じて、地域での活動のリーダーなどの育成を図りましょ

う。 

 

 

社協 の役割 

 リーダーなどの育成を行う 

  地域福祉推進のためのリーダーなどの育成に当たって、研修等を開催します。 

 

 

行政 の役割 

 リーダーなどの育成の支援を行う 

  地域福祉推進のための活動をしている人に対し、地域福祉に関する情報提供や活動支援を

行います。 
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 支援を求める人に、必要な支援を行うことができる人をスムーズにつないでいく仕組

みをつくります。 

   

基本目標基本目標基本目標基本目標    ３３３３    助け合いのできる地域をつくる助け合いのできる地域をつくる助け合いのできる地域をつくる助け合いのできる地域をつくる    

 
（（（（（（（（１１１１１１１１））））））））支支支支支支支支援援援援援援援援ををををををををつつつつつつつつななななななななぐぐぐぐぐぐぐぐココココココココーーーーーーーーデデデデデデデディィィィィィィィネネネネネネネネーーーーーーーートトトトトトトト機機機機機機機機能能能能能能能能のののののののの充充充充充充充充実実実実実実実実  
 
［施策の方向性］ 
 
 
 
 
 
［現状・課題］ 
・現在、各地域の自治区や民生委員・児童委員、ボランティアなど、様々な組織・団体間で連携

した活動に取り組んでいます。特に交流館は、身近な地域の中で、人や団体などをつなぎ、高

齢者では地域包括支援センター、子育てでは子育て支援センター、障がい者では相談支援事業

所などが、サービスや支援をつなぐ重要な役割を担っています。 

・民生委員・児童委員は、地域に根差した活動を行っています。しかし、アンケートによると、

活動に当たっては、活動内容を理解してもらえないことなどが課題となっており、その力が十

分に発揮できていない場合もみられます。役割の重要性に関する広報や、活動への支援を充実

していくことも必要となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

        
 

 

 

 

支える人、支えられる人の

ニーズが合うよう、コーデ

ィネートする人材が必要。 

（市民アンケート） 

 

市・関連団体との情報共

有・連携を密にして、全体

で問題解決に当たる体制構

築が望まれる。市役所も個

人情報の保護にとらわれず

必要な情報は開示してほし

い。（自治区長アンケート） 

ワークショップ・住民懇談会からの声ワークショップ・住民懇談会からの声ワークショップ・住民懇談会からの声ワークショップ・住民懇談会からの声    

区長、副区長さん達には民

生委員の仕事を理解しても

らっているが、住民にはあ

まり理解してもらっていな

いと感じる。 

（民生委員・児童委員アンケート） 
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 豊田市内には、中学校区ごとに地域包括支援センターがあります。各センターには保健師・社
会福祉士・主任介護支援専門員等の専門職がおり、高齢者やその家族の皆さんを支援しています。 
 平成24年度からこの地域包括⽀援センター単位で、医師、⾃治区⻑、⺠⽣委員・児童委員、
⽼⼈クラブ、介護サービス事業所等との連携により、地域課題の共有や解決策の検討を⾏う「地
域ケア会議」を開催しています。 
 地域包括⽀援センターは保健・医療・福祉・介護に関わる様々な組織・団体間をつなぐ中核的
な存在となっています。 

   地域包括支援センター 

  ～地域ケア会議をきっかけにした多職種連携の取組～ 

あなたのまわりの 

地域福祉活動 

 

住民 の役割 

 手助けを求めたり、手助けを実践する 

  自分が日頃、不便に感じていることや問題だと思っていることを周囲に伝え、手助けを求

めましょう。また、自分でできる福祉の活動を考え、実行しましょう。 

 

 

地域 の役割 

 支援を実施し、協力する 

  一人ひとりが持つ福祉的な課題と、地域でできる支援をつなげ、課題の解決に向けて協力

しましょう。 

 

 

事業者 の役割 

 支援を実施し、協力する 

  事業活動などを通じて、地域の一員としてできる支援やサービスを実施し、可能な範囲で

支援の協力をしましょう。 

 

 

社協 の役割 

 身近な地域に（仮称）地域福祉コーディネーターの設置を検討する 

  団体・組織や民生委員・児童委員との連携を強化し、個別支援と地域支援の両面から課題

の解決を図る（仮称）地域福祉コーディネーターの設置に向けて、その機能や役割等について

検討を進め、地域課題を支援につなげる体制を整備します。 

 

 

行政 の役割 

 地域包括ケアシステムの構築を進める 

  高齢者や障がい者、子育て家庭、生活困窮者など、支援を必要とするあらゆる人が、身近

な地域で相談することができ、多様なニーズに対応した保健、医療、福祉などのサービスが総

合的に提供される、地域包括ケアシステムの構築に向けて検討を進めます。 
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 制度の狭間にある人や複合的な問題を抱える人など見守りを必要とする人を地域で見

守り、支えていく仕組みをつくります。 

 
（（（（（（（（２２２２２２２２））））））））見見見見見見見見守守守守守守守守りりりりりりりり活活活活活活活活動動動動動動動動のののののののの活活活活活活活活性性性性性性性性化化化化化化化化  
   
［施策の方向性］ 
 
 
 
 
 
［現状・課題］ 
・市内には、民生委員・児童委員や、お元気ですかボランティア、ささえあいネット、その他地

域活動団体による取組など、地域で展開されている見守り活動があります。これらの活動をよ

り効果的に進めていくため、見守られる側、支援を求める側の情報発信力も高めていく必要が

あります。 

・地域において孤立し、相談しにくい課題を抱えている人を早期に発見するためには、隣近所な

ど、身近で日常的な見守り、声かけなどが必要です。このような活動には、市内の相談機関と

も連携を図りつつ、体制を構築していく必要があります。 

・地域の見守り活動は、防犯や事故防止などにもつながり、安全・安心なまちづくりに寄与しま

す。子どもの登下校の見守りや、隣近所の安全確認などに、誰もが積極的に加わることが大切

です。 

・自治区長、民生委員・児童委員アンケートでは、これから地域で取り組む必要があることとし

て、「ひとり暮らし高齢者、高齢者世帯、障がい者、子どもなどを対象とする見守り」が最も

高い割合を占めています。 

・見守られる側は、一方的に助けてもらうだけでは負い目を感

じてしまう場合があるため、地域で役割を分かち合うことが

できる仕組みをつくり、地域福祉活動の活性化とともに、個

人の生きがいづくりにつなげる視点も重要です。 

        

 

  

 

 

 

 

 

支えられ上手、見守られ上手

の方が少ない。 

（ワークショップ） 

 

小中学生の登下校時の見守

り活動が自主的に行われて

いる。 

（前林地区住民懇談会） 

 

ワークショップ・住民懇談会からの声ワークショップ・住民懇談会からの声ワークショップ・住民懇談会からの声ワークショップ・住民懇談会からの声    

 

見守り活動に参加している

人は高齢者が多い。見守る

側、見守られる側、ともに

高齢である。 

（ワークショップ） 

お元気ですかボランティア 
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 誰もが「⾃分の話を聞いてほしい、理解してほしい」という気持ちを持っています。「傾聴」
は、そんな気持ちを尊重し、相手の自己肯定感を高めたり、相互の信頼関係を築いたりすること
に効果を発揮します。 
 お元気ですかボランティアは、平成21年度から本市で養成している傾聴ボランティアです。
傾聴とは、「こちらの聞きたいことを聞く」のではなく、「相手の言いたいこと、伝えたいこと、
願っていることを受容的・共感的態度で聴く」ことを意味します。 
 話し相⼿や社会参加の機会が少なく、⽇常的な⾒守りを必要としている高齢者のお話を聴くこ
とで、安⼼感を与え、活⼒を持って在宅⽣活が送れるよう⽀援しています。 
  

   お元気ですかボランティア 

  ～『話を聴くこと』から始まる心のふれあい～ 

あなたのまわりの 

地域福祉活動 

 

住民 の役割 

 自分のことを知ってもらう 

  隣近所の人や、地域の子ども、高齢者、障がい者などを見守るとともに、積極的に周囲と

交流を図り、自分のことを人に知ってもらいましょう。助け上手、助けられ上手になりましょ

う。 

 

 

地域 の役割 

 情報を適切に管理し、有効に活用する 

  地域で見守りが必要な人や、気になる人の情報を、プライバシーに配慮しながら共有し、

有効に活用しましょう。 

 

 

事業者 の役割 

 ＳＯＳを察知し、適切な専門機関等と情報を共有する 

  事業活動などを通じて、支援が必要な人を見つけ、適切な専門機関と情報を共有し、より

適切な支援につなげていきましょう。 

 

 

社協 の役割 

 情報を適切に管理し、有効に活用する 

  地域で行う、子ども、高齢者、障がい者等への見守り活動を支援します。 

 

 

行政 の役割 

 見守りを必要とする人の情報共有・活用を図る 

  地域の見守り活動を活性化させるため、情報の共有や活用方法等について、地域に周知し

ます。また、高齢者の見守りネットワークや、子どもの登下校の見守り活動などの地域活動を

支援します。 
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 地域、ＮＰＯ、ボランティア、事業者等の多様な主体が生活支援サービスなどを提供

し、支援を要する人の生活を支える仕組みをつくります。 

 
（（（（（（（（３３３３３３３３））））））））多多多多多多多多様様様様様様様様なななななななな主主主主主主主主体体体体体体体体にににににににによよよよよよよよるるるるるるるるササササササササーーーーーーーービビビビビビビビススススススススのののののののの提提提提提提提提供供供供供供供供  
 
［施策の方向性］ 
 
 
 
 
 
［現状・課題］ 
・本市においては、特に農山村部において、高齢になり、車が運転できなくなった場合の通院や

買い物について不安を感じている人が多くいます。また、家事や買い物など、生活の中でのち

ょっとした不便や困りごとなどについては、行政サービスを使うまでもなく、地域内の助け合

い等により解決できる場合があります。 

・住み慣れた地域で安心して暮らしていくためには、福祉サービスの充実は欠かすことができま

せん。「豊田市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」「豊田市子ども総合計画」「豊田市障

がい者計画・豊田市障がい福祉計画」等の個別計画に基づいた福祉サービスを充実させていく

と同時に、市民自身が担い手となった福祉的なサービスを、社会参加、生きがいづくり活動等

も絡めながら、より一層促進していくことが大切です。 

・平成25年度及び平成26年度に市内 27地区で開催した地区別住民懇談会では、たくさんの地

域課題についての意見が出ました。そのような福祉的課題に対して「自分たちで取り組む必要

がある」という認識を持っている地区が多くあり、活動に移すための支援が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

車の運転をやめろと家族に

言われるため、移動手段に

困る。地域バスでないと外

出できない。 

（足助地区住民懇談会） 

 

 

冬の寒さが厳しく、雪が多

い。雪かきなどが大変であ

る。 

（稲武地区住民懇談会） 

 

ワークショップ・住民懇談会からの声ワークショップ・住民懇談会からの声ワークショップ・住民懇談会からの声ワークショップ・住民懇談会からの声    

 

地区内に互助サービスがど

のくらいあるのか把握でき

ていない。 

（ワークショップ） 

地域講師による３歳児サークル 民間による買い物支援サービス 



61 
 

  

 ⼀定の世代が固まって⼊居している⼤規模な住宅団地は、居住者の⾼齢化が急激に進みます。
豊⽥市の⻯神地区にある清⽔団地も、近年、高齢化が進⾏している地域です。ひとり暮らしの高
齢者世帯や、高齢者のみの夫婦世帯などが増え、日常的な困りごとが増えてきました。 
 このような中、清水団地内の有志が集まって、高齢者世帯や障がいのある人の世帯などを対象
に、⽇常のちょっとしたお⼿伝いを⾏う活動を開始しました。⽀援の内容は、庭の草刈り・植⽊
の剪定や、大きな家具の移動・障子の張替えといったものです。支える側、支えられる側もとも
に高齢化する中、やりがい・生きがいづくりも含めた新しい支え合いの形が生まれています。 

   清水団地「お助け隊」 

  ～日常のちょっとした困りごとへの支援～ 

あなたのまわりの 

地域福祉活動 

 

住民 の役割 

 必要な生活支援サービスなどを選択する 

  適切な福祉サービスが利用できるよう、公的な福祉サービスや、地域で提供される様々な

主体のサービスについての情報を得るように努め、必要なサービスを選択しましょう。 

 

 

地域 の役割 

 生活支援サービスを提供する 

  家事支援や移動支援などの、地域の中で必要になるサービスについて、住民が主体となっ

たサービスの創出を進めましょう。また、地域内の生活支援サービスの提供に当たっては、

その活動がより活性化するよう支援しましょう。 

 

 

事業者 の役割 

 生活支援サービスを提供する 

  事業活動や地域貢献活動を通じて、地域で求められている生活支援サービスの提供につな

げていきましょう。 

 

 

社協 の役割 

 地域の担い手の組織化を図る 

  地域に応じた住民主体の生活支援サービスが創出されるよう、ニーズの把握や団体等の組

織化、サービスのスムーズな提供に向けた支援を行います。 

 

 

行政 の役割 

 コミュニティビジネスを支援する 

  福祉に関わるコミュニティビジネスの創出支援を行います。 
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 地域の課題を発見し、地域で議論し、多様な関係者を巻き込んで課題解決に取り組む

地域力を強化します。 

  
（（（（（（（（４４４４４４４４））））））））総総総総総総総総合合合合合合合合的的的的的的的的なななななななな地地地地地地地地域域域域域域域域力力力力力力力力のののののののの強強強強強強強強化化化化化化化化  
 
［施策の方向性］ 
 
 
 
 
 
［現状・課題］ 
・地域には様々な地域活動団体・組織がありますが、団体・組織との連携不足や、地域だけでは

解決できない問題が生じた場合の対応、団体・組織の活動の認知度の低さなど、様々な課題が

みられます。様々な人や団体・組織がともに「地域福祉の推進」を目的として活動できる推進

体制を、各地区の特性に応じて構築していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域内の福祉にかかわる団

体同士の情報交換の場がな

い。 

（ワークショップ） 

 

地域の団体・組織間の壁をと

っぱらって、一緒に活動した

いが…。 

（ワークショップ） 

 

ワークショップ・住民懇談会からの声ワークショップ・住民懇談会からの声ワークショップ・住民懇談会からの声ワークショップ・住民懇談会からの声    

 

現状で市から情報を得るこ

とができても、活動のネット

ワークがないので、それをつ

くるのが先ではないか。 

（民生委員・児童委員アンケート） 

 

平成26年10月に実施した 

豊田市地域自治シンポジウム 
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 旭地区では、平成23年度にまちづくりの道しるべとなる「旭地区まちづくり計画」を策定し
ました。この計画に位置付けられている「集落ビジョン」は、旭地区の各集落で懇談会を 100
回以上開催し、延べ 1,174⼈の地域住⺠の参加を経てつくりあげられました。 
 「集落ビジョン」には、⾼齢者の居場所づくりや⽇常的な⾒守り活動のほか、緊急医療情報
カードの設置など、個々の集落の課題に応じた具体的な活動内容がまとめられています。各集
落では、策定されたビジョンの内容に沿って、集落ぐるみで取組を進めています。 

   旭地区まちづくり計画（「旭ビジョン」「５か年計画」「集落ビジョン」） 

  ～まちづくりの道しるべとなる共通のビジョンづくり～ 

あなたのまわりの 

地域福祉活動 

 

住民 の役割 

 地域づくりに参画し、自分の力を発揮する 

  一人ひとりが地域福祉推進の担い手である意識を持ち、地域活動において役割を持って力

を発揮しましょう。 

 

 

地域 の役割 

 地域の課題解決に向けて取り組む 

  地域住民同士で議論し、地区別活動計画を策定し、地域課題の解決に向けて取り組みまし

ょう。 

  次代を担う児童生徒に対し、地域に関心を持たせるきっかけをつくる 

  地域に住んでいる子どもたちが、地域を理解し、地域の人を知り、地域に愛着を持つきっ

かけづくりを学校・ＰＴＡ等と連携しながら取り組んでみましょう。 

 

 

事業者 の役割 

 地域の課題解決に向けて、取り組む 

  地域の事業者として、地域の問題を把握し、事業者としてできる解決策につなげていきま

しょう。 

 

社協 の役割 

 地区別活動計画の実践を支援する 

  地域における地域福祉を体系的に推進するため、各地区において地区別活動計画策定の取

組を、住民懇談会の開催などを通じて支援します。 

  関係諸団体との連携 

  世代を超えた継続的なつながりが確立できるよう、学校等や各種関係団体との連携ができ

るように支援します。 

 

行政 の役割 

 地域による課題解決の支援を行う 

  地域課題の解決や地域の活性化に向けて取り組む団体への支援や相談支援などを行います。 
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専門機関同士の連携を強化し、社会的孤立に陥る危険性のある人の支援を推進します。 

  

基本目標基本目標基本目標基本目標    ４４４４    社会的孤立を防ぐ支援と仕組みをつくる社会的孤立を防ぐ支援と仕組みをつくる社会的孤立を防ぐ支援と仕組みをつくる社会的孤立を防ぐ支援と仕組みをつくる    

 
（（（（（（（（１１１１１１１１））））））））総総総総総総総総合合合合合合合合相相相相相相相相談談談談談談談談支支支支支支支支援援援援援援援援のののののののの推推推推推推推推進進進進進進進進  
 
［施策の方向性］ 
 
 
 
 
［現状・課題］ 
・本市において、単身世帯や核家族世帯、高齢者のみの世帯などが増加し、世帯が小規模化して

います。以前は家庭内で解決できていた子育てや介護の悩み等も、誰にも相談できず、孤立し

た中で抱え込んでしまう可能性があります。地域において孤立し、相談しにくい課題を抱えて

いる人を早期に発見するための日常的な見守り、声かけなどが必要です。 

・高齢者では地域包括支援センター、子育てでは子育て支援センター、障がい者では相談支援事

業所などが存在しており、相談を専門職につなげる体制が分野ごとにできています。しかし、

市民アンケートによると、行政が行うこととして「相談窓口を増やす」ことを求める回答が多

くなっており、日頃、福祉に関わりが少ない市民のちょっとした福祉課題について相談できる

場が必要となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

宅配便業者、郵便局、警察、

消防、行政、自治区などとの

連絡網が必要ではないか。 

（ワークショップ） 

 

困った時にどこに相談すれ

ば良いのか？ 

（益富地区住民懇談会） 

ワークショップ・住民懇談会からの声ワークショップ・住民懇談会からの声ワークショップ・住民懇談会からの声ワークショップ・住民懇談会からの声    

 

何気ない世間話などから困

っていること、助けてほし

いことなどを気づいてあげ

るようにするとよい。 

（ワークショップ） 

 

子育て支援センター窓口 地域包括支援センター窓口 
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住民 の役割 

 困りごとがあればＳＯＳを発信し、それを察知した人は対応する 

  地域の中で困っている人の身近な相談相手になるようにしましょう。また、自分でも困っ

ていることがあれば、身近な人や地域の民生委員・児童委員等に知らせましょう。 

 

 

地域 の役割 

 ＳＯＳを発見したら、専門機関につなぐ 

  地域の中で困っている人がいたら、ケースに応じて、公的な相談窓口や専門機関に伝えま

しょう。 

 

 

事業者 の役割 

 多職種で連携し、適切な支援につなげる 

  相談事業や支援事業を行っている事業者においては、多職種で連携し、より適切な支援に

つなげていきましょう。 

 

 

社協 の役割 

 行政、社会福祉法人などの専門機関同士の連携強化を図る 

  地域福祉活動を通じ、各地域においてきめ細かな相談ができるよう、活動を支援します。

また、各地域と社会福祉協議会との連携を強化し、地域の相談を、必要な専門機関等につなげ

ます。 

 専門職のスキル向上を図る 

  社会福祉協議会で実施する心配ごと相談・法律相談、結婚相談において、相談支援に当た

る職員の相談・支援技術の向上を図ります。 

 

 

行政 の役割 

 社会福祉協議会、社会福祉法人などの専門機関同士の連携強化を図る 

  地域福祉の様々な問題に対応できるよう、社会福祉協議会で実施する相談事業と市の相談

窓口、市以外の専門的な相談機関との連携を強化するとともに、相談窓口の周知を図ります。 

 専門職のスキル向上を図る 

  研修等を通じ、相談に当たる職員の相談・支援技術の向上を図ります。 
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 生活困窮者やひきこもり状態の人などの自立を促す支援を行うとともに、その過程で

地域の社会資源を活用して特徴を活かした地域づくりを行います。 

 
（（（（（（（（２２２２２２２２））））））））自自自自自自自自立立立立立立立立をををををををを促促促促促促促促すすすすすすすす支支支支支支支支援援援援援援援援のののののののの推推推推推推推推進進進進進進進進  
   
［施策の方向性］ 
 
 
 
 
 
［現状・課題］ 
・全国的に、生活保護受給者等、生活に困窮する人が増加しており、生活を重層的に支えるセー

フティネットの構築が必要となってきました。こうした状況に対応するため、平成25年12月、

「生活困窮者自立支援法」が成立し、平成27年４月１日から施行されます。 

・「生活困窮者自立支援法」では、豊田市が実施主体となって、自立相談支援事業、住居確保給

付金の支給などの各種事業を実施することが定められており、これらの事業を通じ、生活困窮

者の自立の促進を図ることとしています。 

・近年の産業構造や経済状況の変化により、ニートやひきこもり状態に陥った青少年の増加が社会問 
題になっており、雇用問題だけでなく、社会不適応や精神的な問題を抱えているケースも多くみら 
れます。 

・このような青少年については、自己肯定感を回復しながら社会適応を図れるように、相談支援や体 
験就労等も含めた段階的かつ総合的な支援が必要となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題を抱えている人ほどひ

きこもってしまうのではな

いか。 

（ワークショップ） 

 

 

家を持たずに生活している

人が増加している。 

（崇化館地区住民懇談会） 

 

ワークショップ・住民懇談会からの声ワークショップ・住民懇談会からの声ワークショップ・住民懇談会からの声ワークショップ・住民懇談会からの声    

 

身寄りのない人、外に出られ

ない人、不登校の子…。心を

向けなければならない所に

向いているのだろうか。 

（豊南地区住民懇談会） 
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住民 の役割 

 困りごとがあればＳＯＳを発信し、それを察知した人は対応する 

  生活に困窮している人など、地域の中で困っている人を発見した場合は、身近な人や地域

の民生委員・児童委員等に知らせましょう。 

 

 

地域 の役割 

 ＳＯＳを発見したら、専門機関につなぐ 

  生活に困窮している人や、ひきこもり状態の人、複合的な課題を持つ人等、何らかの支援

が必要な人を地域で把握し、支援につなげるための仕組みをつくりましょう。 

 

 

事業者 の役割 

 自立支援の活動に協力する 

  事業活動や地域貢献活動などを通じて、生活に困窮している人やひきこもり状態の人など

の自立の支援に協力しましょう。 

 

 

社協 の役割 

 制度の狭間にある人を把握して支援する 

  制度の狭間にある人や、複合的な課題を持つ人への支援の充実に向け、行政の相談機関や

地域包括支援センター、その他の専門機関等と連携を図りながら、専門的な相談から支援につ

なげる体制を整備します。 

 

 

行政 の役割 

 公的支援の充実整備を図る 

  生活困窮者自立支援法に基づき、生活保護に至る前の段階におけるセーフティネットとし

て自立相談支援事業等を実施します。あわせて、引き続き生活の基盤たる住宅の確保について

も取り組んでいきます。 

  また、ひきこもり状態の人やその保護者を対象に自立に向けた相談、就労等に向けた学習・

訓練、当事者や保護者のグループ活動の支援など、社会参加や就労に向けた支援を行います。 
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 成年後見制度、金銭管理、虐待対応など、様々な問題を抱える生活者・当事者の権利

を的確に擁護する体制をつくります。 

 
（（（（（（（（３３３３３３３３））））））））権権権権権権権権利利利利利利利利擁擁擁擁擁擁擁擁護護護護護護護護のののののののの推推推推推推推推進進進進進進進進  
 
［施策の方向性］ 
 
 
 
 
 
［現状・課題］ 
・今後、高齢化の進行に伴って、認知症高齢者の増加が見込まれます。また、知的障がい、精神

障がいのある人なども増加傾向にあり、何らかの権利擁護に関する支援を必要とする人は、今

後増加していくことが考えられます。 

・国の方針においても、市町村の役割として市民後見人の養成や活動の推進が求められており、

本市においても総合的な権利擁護のための体制を整備していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病気（認知症など）や障がい

に対して、理解がない人が多

い。 

（ワークショップ） 

 

認知症の人が増え、今後の生

活が心配である。 

（逢妻地区住民懇談会） 

 

ワークショップ・住民懇談会からの声ワークショップ・住民懇談会からの声ワークショップ・住民懇談会からの声ワークショップ・住民懇談会からの声    

認知症は周りが気づくこと

が多い。家族や周りの人の認

知症への理解と勇気と早期

発見が、本人、家族の今後の

生活のため大切なことだと

考える。 

（民生委員・児童委員アンケート） 
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住民 の役割 

 困りごとがあればＳＯＳを発信し、それを察知した人は対応する 

  認知症の高齢者、障がいによって判断能力が不十分な人など、地域の中で困っている人を

発見した場合は、身近な人や地域の民生委員・児童委員等に知らせましょう。 

 

 

地域 の役割 

 ＳＯＳを発見したら、専門機関につなぐ 

  認知症の高齢者、障がいによって判断能力が不十分な人などを地域で把握し、支援につな

げるための仕組みをつくりましょう。 

 

 

事業者 の役割 

 ＳＯＳを察知し、適切な専門機関等と情報を共有する 

  事業活動などを通じて、支援が必要な人を見つけ、適切な専門機関と情報を共有し、より

適切な支援につなげていきましょう。 

 

 

社協 の役割 

 制度の狭間にある人を把握して支援する 

  日常生活に不安のある高齢者や障がい者に対し、福祉サービス利用援助や日常的な金銭管

理の支援を行う、日常生活自立支援事業を実施します。 

  また、総合的な権利擁護の支援体制を構築するため、市民後見などについて研究を進めると

ともに、実施方法や支援体制について検討を進めます。  

 

 

行政 の役割 

 公的支援の充実整備を図る 

  成年後見制度の普及と利用支援に努め、各種相談機関や医療機関、福祉サービス事業所、

民生委員・児童委員などと連携して、成年後見制度が必要な人を支援につなげます。 

  また、総合的な権利擁護の支援体制を構築するため、市民後見などについて研究を進めると

ともに、実施方法や支援体制について検討を進めます。  
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 避難をするのに支援を要する人の情報を地域と共有し、日頃から支援体制を検討する

仕組みをつくります。 

基本目標基本目標基本目標基本目標    ５５５５    要配慮者対策を進める要配慮者対策を進める要配慮者対策を進める要配慮者対策を進める    

 
（（（（（（（（１１１１１１１１））））））））避避避避避避避避難難難難難難難難行行行行行行行行動動動動動動動動要要要要要要要要支支支支支支支支援援援援援援援援者者者者者者者者へへへへへへへへのののののののの支支支支支支支支援援援援援援援援体体体体体体体体制制制制制制制制のののののののの整整整整整整整整備備備備備備備備  
 
［施策の方向性］ 
 
 
 
 
 
［現状・課題］ 
・近年、大型台風や集中豪雨、大規模地震などによる災害が増加しています。いざという時には、

隣近所の力や地域ぐるみの防災活動によって、生命が守られるということが近年の災害事例か

らも報告されており、今後、高齢化の進行とあわせて避難行動要支援者が増加することが予想

される中、地域福祉の考えを中心とした地域防災力の強化が重要となります。 

・市民アンケート、自治区長、民生委員・児童委員アンケートでも関心が高かった事項である要

配慮者に対する災害時の対策について取組を強化していく必要があります。 

 

 

  

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災訓練のレベルアップが

必要。どんな要支援者がいる

のかだけでも伝えると良い。 

（ワークショップ） 

 

「こんな支援をしている」

ということをもっと地域住

民に知らせるべきではない

か。知らないから頼まない

のではないか。 

（ワークショップ） 

ワークショップ・住民懇談会からの声ワークショップ・住民懇談会からの声ワークショップ・住民懇談会からの声ワークショップ・住民懇談会からの声    

 

防災訓練のレベルアップが

必要。見守り者がいないた

め、災害時要援護者名簿に

登録しにくい。 

（ワークショップ） 

救急医療情報キット 高齢者や障がい者を含めた防災演習 
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住民 の役割 

 災害に備え、自分でできることは自分で行う 

  食品、飲料水その他の生活必需物資の備蓄や避難場所の確認など、自分自身でできる災害

時の備えをしておきましょう。隣近所に住む高齢者、障がいのある人など、災害時の避難行動

に支援が必要な人を把握しましょう。 

 

 

地域 の役割 

 情報を有効活用し、避難支援に役立てる 

  避難行動要支援者名簿などを活用した関係者間での情報共有などにより、災害時の支援体

制を整えておきましょう。 

 

 

事業者 の役割 

 事業所周辺地域の住民の安全の確保に努める 

  地域の一員として地域の災害対策に協力し、事業所の周辺地域における市民の安全の確保

に努めましょう。 

 

 

社協 の役割 

 日頃から、高齢者や障がい者に向けた防災教育を行う 

  高齢者や障がい者にとって必要となる物品の備蓄や、日頃からとっておく対策、周囲への

働きかけ、災害発生時に安全に避難するための方法などについて、防災教育を行います。 

  

 

行政 の役割 

 避難行動要支援者情報の共有・活用を図る 

  避難行動要支援者の情報を台帳として整備します。また、災害時に各地域において避難行

動要支援者への避難支援の取組が進められるよう、自治区や自主防災会、民生委員・児童委員

等の避難支援関係者への情報提供を行います。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 高齢者や障がいのある人が、災害時にどのようなことに困るのか、また、どのような支援や手
助けが必要なのか、⽇頃から知っておくことが⼤切です。例えば、⾃⼒での避難ができなかった
り、⾃分で危険を判断して⾏動することが苦⼿だったりする⼈がいます。また、⾒た目には分か
らなくても、精神的に不安定になってしまう⼈や、特別な薬・医療機器等が必要な⼈もいます。 
 地域の中に、災害時に支援が必要になりそうな人はいないかどうか、日常のご近所付き合いの
中で把握していきましょう。また、そのような人に地域活動や地域の防災訓練・避難訓練に参加
してもらえるように働きかけましょう。 
  

   避難行動要支援者への手助け 

  ～支援できること、してほしいこと、必要なことを考える～ 

あなたのまわりの 

地域福祉活動 
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 要配慮者の避難や生活支援を実施するとともに、避難所等の福祉的配慮を推進します。 

 
（（（（（（（（２２２２２２２２））））））））福福福福福福福福祉祉祉祉祉祉祉祉的的的的的的的的視視視視視視視視点点点点点点点点かかかかかかかかららららららららのののののののの防防防防防防防防災災災災災災災災・・・・・・・・減減減減減減減減災災災災災災災災対対対対対対対対策策策策策策策策のののののののの推推推推推推推推進進進進進進進進  
   
［施策の方向性］ 
 
 
 
 
 
［現状・課題］ 
・本市では、民間の社会福祉施設との協定の締結により、災害時に一般の避難所での生活が困難

である要配慮者の避難施設として活用することとしています。 

・災害時には、一般の避難所に高齢者や障がいのある人等が避難することも考えられますが、そ

の際には避難所のスペース、トイレ等の配慮や、介護や医療に関する物資、情報の取得など、

様々な分野において多様な支援が必要になることが考えられます。 

・近年、災害時の避難所における要配慮者支援の事例が蓄積してきています。これらの情報を踏

まえ、本市においても日頃から、被災後の要援護者支援のあり方について検討し、対策を講じ

ておく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

自主防災会が組織され、実践

さながらの避難・救助訓練を

実施している。 

（高橋地区住民懇談会） 

 

木造の住宅が多いので、火

災の時などが心配である。 

 

（上郷地区住民懇談会） 

ワークショップ・住民懇談会からの声ワークショップ・住民懇談会からの声ワークショップ・住民懇談会からの声ワークショップ・住民懇談会からの声    

 

災害時に、地域が「陸の孤

島」になってしまうおそれ

がある。 

（足助地区住民懇談会） 

 

ＨＵＧ（避難所運営ゲーム） 消防団による防災訓練 
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住民 の役割 

 避難所において、自分でできることは自分で行う 

  避難所等において、高齢者、障がい者、子ども、妊婦など、誰もが安全に過ごせるよう、

それぞれの特性に配慮しましょう。また、高齢者、障がい者等は、周囲の他の避難者等に避難

生活に必要な理解や支援を伝えましょう。 

 

 

地域 の役割 

 要配慮者の避難や生活支援への協力 

  避難所等において、高齢者、障がい者、子ども、妊婦など、誰もが安全に過ごせるよう、

それぞれの特性に配慮しましょう。 

 

 

事業者 の役割 

 従業員、来所者、施設、設備等の安全の確保に努める 

  従業員や事業所に来所する人、管理する施設や設備の安全の確保に努めましょう。 

 

 

社協 の役割 

 災害ボランティアセンターの設置・運営 

  災害発生後に、被災者の救援活動や被災地の復旧を支援する活動を行うボランティアの受

入れ、コーディネート等を行う災害ボランティアセンターの設置・運営を行います。 

 

 

行政 の役割 

 避難所における福祉的配慮の推進 

  災害時に福祉的な配慮を要する人の避難生活を支えるため、福祉避難所の設置を進めると

ともに、一般の避難所において、高齢者、障がい者、子ども、妊婦等に対する配慮を行います。

また、在宅で避難生活を継続するための支援体制の整備についても検討を進めます。 

 
 
 

 

 

 

 

 

      

  

 大きな災害が起こった時には、全国からたくさんのボランティアが被災地に集まります。しか
し、せっかく来てくれたボランティアも、被災者が必要としていることと、ボランティアが支援
できることをつなげる役目の人がいなければ、上手く機能しません。 
 本市が被災した場合、社会福祉協議会が災害ボランティアセンターを⽴ち上げ、被災者の⽀援
ニーズの把握・整理と、ボランティアの受⼊れや活動の調整・割振りを⾏います。その際に活躍
する人材が災害ボランティアコーディネーターです。豊田市社会福祉協議会では、もしもの災害
の時に組織的に活動できるよう、災害ボランティアコーディネーターの養成を⾏っています。災
害ボランティアコーディネーターは、被災者の思いとボランティアの思いをつなげる、とても大
切な存在なのです。 

   災害ボランティアコーディネーター 

  ～被災者と支援者の“思い”をつなげる活動～ 

あなたのまわりの 

地域福祉活動 
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    重点取組重点取組重点取組重点取組    

   
基基基基基基基基本本本本本本本本目目目目目目目目標標標標標標標標１１１１１１１１「「「「「「「「「「「「「「「「顔顔顔顔顔顔顔顔のののののののの見見見見見見見見ええええええええるるるるるるるる関関関関関関関関係係係係係係係係づづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりり」」」」」」」」をををををををを進進進進進進進進めめめめめめめめるるるるるるるる」」」」」」」」のののののののの重重重重重重重重点点点点点点点点取取取取取取取取組組組組組組組組   

重点取組１ 住民懇談会の開催 

 地域の課題や魅力の共通認識を図るとともに、顔の見える関係づくりを進めるきっかけとして、

平成25年度及び平成26年度において市内 27中学校区で住民懇談会を開催しました。 

 住民懇談会では、それぞれの地域特性を表す特徴的な課題が出る反面、“人とのつながりやコミ

ュニケーションの希薄化”が全市で共通している課題であることが分かりました。地域福祉推進の

原点に関わるこのような問題を、全市的な展開の中で改善していくことが必要となっています。 

 そこで、地域の人と顔を合わせながら、地域の課題をともに語り合い、考える場として、今後

も継続的に住民や地域が主体となった住民懇談会が開催されるよう、積極的に支援を行います。 

  

■実施イメージ ～様々な単位での住民懇談会の開催から実践者の拡大につなげる～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■役割分担とスケジュール 

区分 役割 

スケジュール 

H27 H28 H29 H30 H31 

住民・ 

地域 

住民懇談会への幅広い参加の呼びかけ、住民懇談会での

積極的な議論、地域に持ち帰っての活動の実践、将来的

には住民懇談会の運営 

 

    

事業者 

地域の事業者や企業としての住民懇談会での積極的な議

論の参加、事業活動を通じての地域づくりへの参画 

 

    

社協 

住民懇談会の開催、地域主体の住民懇談会の運営の支援、

幅広い参加の仕掛けづくり 

 

    

行政 

地域会議や地区コミュニティ会議による地域課題解決等

における、住民懇談会の意見の活用 

     

中学校区単位、

自治区単位、地

区内の機能別団

体 単 位 な ど 、

様々な単位での

開催 

小地域単位での懇談会開催支援 

モデル実施地区の指定検討 

＜期待する効果＞ 

●顔の見える関係づくり 

●地域課題の共有 

●地域福祉活動の実践者の拡大 

●地域予算提案事業やわくわく事業など

を活用した課題解決への展開 

●地域主体の住民懇談会の継続的開催 

 

住民懇談会 

 子ども 

 若者 

 中高年  高齢者 

 
    

障がい者 

 
外国人住民外国人住民外国人住民外国人住民    外国人住民  子育て世代子育て世代子育て世代子育て世代    子育て世代 
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こども園こども園こども園こども園    

 
子どもとその保護

者、高齢者などと

の世代間交流の

機会づくり 

小中学校小中学校小中学校小中学校    

学習や行事を通

しての子どもと地

域住民の交流 

交流館交流館交流館交流館    

 
ふれあいサロンふれあいサロンふれあいサロンふれあいサロン    

 
多世代型のふれ

あいサロンの開催

支援 

子ども、若者、高

齢者等との交流

機会創出 

 

重点取組２ 多世代交流の促進 

 近隣関係が希薄化している中で、特に若い世代においてその傾向が顕著となっています。中高

生や小さな子どもを持つ世代は、次世代の地域づくりの担い手となる大切な存在であるため、地

域と関わりを持つ機会や、様々な世代と交流を図りながら地域を知る機会を増やすことが必要で

す。 

 地区コミュニティの拠点である交流館や、こども園、小学校、中学校などを中心として、多世

代交流を促進します。また、現在は参加者の多くが高齢者となっているふれあいサロンにおいて

も、幅広い世代の住民に参加してもらえるよう、企画や運営の工夫を行います。 

 

 

■実施イメージ ～地域内の拠点となる場所で多世代交流を活発化させる～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■役割分担とスケジュール 

区分 役割 

スケジュール 

H27 H28 H29 H30 H31 

住民・ 

地域 

地域の様々な拠点を利用して各世代が集う活動への参

加・運営 

 

    

事業者 地域交流の場・機会の提供 
 

    

社協 住民の多世代交流活動への支援・協力 

 

    

行政 

高齢者、若い世代、子どもなどの多世代が、地域で顔を

合わせ、お互いを知り合う場・機会の設定 

 

 

 

  

 

 

現在の展開の

見直し・検討 

検討内容に

基づき実施 

ふれあいサロン実施地区情報交換会を 
定期的に、かつ地域単位で実施  
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基基基基基基基基本本本本本本本本目目目目目目目目標標標標標標標標２２２２２２２２        「「「「「「「「地地地地地地地地域域域域域域域域福福福福福福福福祉祉祉祉祉祉祉祉活活活活活活活活動動動動動動動動のののののののの担担担担担担担担いいいいいいいい手手手手手手手手をををををををを増増増増増増増増ややややややややすすすすすすすす」」」」」」」」のののののののの重重重重重重重重点点点点点点点点取取取取取取取取組組組組組組組組  

重点取組３ 住民福祉教育の推進 

 地域福祉を推進していくためには、地域福祉の重要性や、助け合い・支え合いの大切さを、よ

り多くの人に伝えるための住民福祉教育が必要となります。従来から取り組んでいる全市的な啓

発、学習の場の提供や、世代間交流を通じた子どもへの福祉教育、地域活動を通じた地域理解な

どを継続して実施していくことが大切です。 

 また、これからは、福祉に興味・関心を持っていない人に対するアプローチや、学習を活動実

践へとつなげるための人材育成の視点が重要になります。そのため、従来の学びの場の提供とあ

わせて、福祉に意識を向けてもらうための新たな啓発事業や専門講座（「(仮称)とよた市民福祉

大学」の開講）などを実施しながら、地域福祉活動の担い手を増やすことにつなげます。 

 

 ■実施イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■役割分担とスケジュール 

区分 役割 

スケジュール 

H27 H28 H29 H30 H31 

住民・ 

地域 

様々な福祉教育の場における学習や実践 

 

    

事業者 

従業員への福祉教育の機会の提供、ボランティアへの積

極的な参加 

 

    

社協 

・学校などにおける地域福祉学習等の推進・実施 
・地域福祉推進の担い手育成を目的とした「（仮称）とよ

た市民福祉大学」の開講 

 

    

行政 

福祉に意識を向けてもらうための啓発や講座の実施、機

会の提供 

 

 

 

  

企業や労働組合等 

こども園、小中高校、高等教育機

関等 

社会福祉協議会や行政 

ボランティア、地域活動団体 福祉施設、事業所 

地域福祉の 

意義や重要性の 

浸透 

 子どもの成長 

地域教育 

まちづくり活動 

園・学校での教育 

地域の 

担い手づくり 

生涯学習 

講演会・研修 

様々な組織・団体等の共働による福祉教育の展開 

交流や体験 

現在の展開の

見直し・検討 

検討内容に

基づき実施 

福祉実践教室・地域福祉学習の推進 

（仮称）とよた市民福祉大学開講 

（仮称）とよた市民福祉大学開講準備 
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重点取組４ 企業退職者や大学生などの地域活動への参加促進 

 地域に住む人材の中でも、比較的時間や技術・経験のある退職者や行動力のある大学生を地域

活動に促すことで、地域活動の活性化につながり、担い手不足解消にも寄与します。本市におい

て、平成 25 年度に実施した企業の社会貢献に関するアンケート調査の結果では、特に農山村部

において従業員の定年後の活動機会の確保について企業の関心が高いことが分かりました。 

 また、地域では様々な地域活動やボランティア活動が行われていますが、情報発信やＰＲがそ

れぞれに行われているため、情報の整理や集約が必要となっています。 

 企業を通じて、退職前の世代に対し地域活動への働きかけを行うとともに、青少年センターな

どの若い世代が集まる施設を活用し、学生の地域活動への参加を促進します。 

 

■実施イメージ ～地域への世代へのアプローチ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■役割分担とスケジュール 

区分 役割 

スケジュール 

H27 H28 H29 H30 H31 

住民・ 

地域 

地域活動の未経験者の受入れ 

 

    

事業者 従業員の地域活動への参加の推奨 

 

    

社協 

社協が管轄するボランティア団体等の情報提供、マッチ

ング、企業と連携したセミナーや研修会等の開催 

 

    

行政 

地域活動団体の周知、企業等への地域活動の情報提供、

マッチング 

 

 

 

  

 

 
 

企業との調整 情報紹介・マッチング 

合同研修会の開催・連携した事業実施 

大学生な

どの若者 

子ども～青少年 

（学校における福祉教育） 

子育て～働き盛り世代 

（子育て・教育に関わる活動） 

高齢者 

（積極的な地域活動） 

退職前の世代

や高齢者 
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基基基基基基基基本本本本本本本本目目目目目目目目標標標標標標標標３３３３３３３３        「「「「「「「「助助助助助助助助けけけけけけけけ合合合合合合合合いいいいいいいいののののののののででででででででききききききききるるるるるるるる地地地地地地地地域域域域域域域域ををををををををつつつつつつつつくくくくくくくくるるるるるるるる」」」」」」」」のののののののの重重重重重重重重点点点点点点点点取取取取取取取取組組組組組組組組  

重点取組５ 身近な地区への（仮称）地域福祉コーディネーターの設置検討 

 住民懇談会やワークショップなどでは、従来の福祉の分野にとどまらない地域課題の発生や、

住民とサービスとをつなぐ役割の不足などが課題としてあげられました。地域の福祉課題を解決

につなげるための、社会資源の活用やネットワークづくりを行う機能が必要とされています。 

 地域住民の福祉課題を把握・調整し、関係する社会資源につなぐための仕組みを構築するため、

地域福祉推進のための専門的な人材である「（仮称）地域福祉コーディネーター」の養成と設置

に向けた検討を進めます。本計画期間中に人材を養成し、その機能を、モデル的な実践も含めて

検証し、明確化を図っていきます。 

■実施イメージ ～（仮称）地域福祉コーディネーターの役割～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■役割分担とスケジュール 

区分 役割 

スケジュール 

H27 H28 H29 H30 H31 

住民・ 

地域 

ボランティアなど支援策として必要な取組への協力   

 

  

事業者 支援が受けられず問題を抱える人への支援協力   

 

  

社協 

各地区において、支援が受けられず問題を抱える人の支

援の実施「（仮称）地域福祉コーディネーターの設置検討」 

 

 

  

 

行政 

公的支援の充実、支援が受けられず問題を抱える人への

支援協力 

  

 

  

（仮称）地域福祉コーディネ

ーターの役割 

見えにくい地域課題の把握 

様々な資源を活用した支援へ

のつなぎ 

地域のネットワーク化   …等 

モデル設置 

検証 
(仮称)地域福

祉コーディネ

ーターの役割

の整理 

 

自治区 

小・中学校 

コミュニティ会議 

関係団体等 

地域包括 

支援センター 

民生委員

児童委員 

住民 

「仮称」地域福祉 

コーディネーター 

地域拠点 
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重点取組６ 支援を必要とする人の情報共有・活用 

 近年、社会的に孤立する人や、孤独死などの事例が増加しています。地域において、家族や民

生委員・児童委員、自治区、専門機関、社会福祉協議会、行政などが、地域ケア会議やケース検

討などを通じて議論を重ねる中で、プライバシーは尊重しつつも、必要な情報を共有していく必

要があります。特に、情報共有においては、その人を支援するために、個々の状況に応じた“適

切な範囲”を心がける必要があります。 

 高齢者の急増や障がいのある人の増加などにより、支援を必要とする人も増加することが見込

まれます。隣近所での日常的な見守りにおいて、見守りの対象者と、見守りを行う支援者を定め

る仕組みを構築し、社会的孤立等を防ぎ、助け合いのできる地域づくりを目指します。 

 

■実施イメージ ～支援が必要な人を支える小規模のネットワークづくり～ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

■役割分担とスケジュール 

区分 役割 

スケジュール 

H27 H28 H29 H30 H31 

住民・ 

地域 

支援が必要な人の情報収集、情報共有、支援の検討・実

施、地域支援者としての見守りの実施 

 

    

事業者 

事業活動における異変のある対象者の発見や支援への協

力、サービス事業者や社会福祉法人としての支援の実施 
 

    

社協 

支援が必要な人の情報収集、情報共有、支援の検討・実

施 

 

    

行政 

支援が必要な人の情報収集、情報共有、支援の検討・実

施、地域支援者による見守りの促進 

 

 

 

  

 

 

 

ケース会議及び 
地域支援者検討 

機能強化の支援 

自治区 

民生委員 

児童委員 

行政 

社会福祉協議会 

地域包括支援センター等 

近隣住民 

関係団体 

どのように支援

すればいいのか。 

誰が関わったら 

上手くいくのか。 

対象者を支援するネットワーク対象者を支援するネットワーク対象者を支援するネットワーク対象者を支援するネットワーク    

支援者 対象者 支援者 
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重点取組７ 地区別活動計画の策定及び実行支援 

 本市は市域が広く、同じ市内でも地域の特性や、住民が感じる地域課題、住民自身の課題への

取組手法等は千差万別です。このような多様な課題に対応していくためには、全市域一律の取組

方法ではなく、地域性等を十分に考慮した事業展開が必要となっています。 

 各地区で開催した住民懇談会等で洗い出された課題や方向性を基本として作成した「第５章 

地区別の取組方針」を地域住民全体で共有するとともに、中学校区単位で、それぞれの地域特性

に応じた地区別活動計画の策定を推進します。また、地区別活動計画策定後は、地区区長会、地

域会議、地区コミュニティ会議等と連携しつつ、各地区において取組を実行に移すための支援を

積極的に行います。 

 更に、地区によってはその区域の地域性を反映しながら、より住民に近い単位である自治区及

び自治区内の関係諸団体等と連携を図りながら、地域住民が主体となった計画づくりを支援しま

す。 

 ■実施イメージ ～地区別活動計画の策定と実行の流れ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■役割分担とスケジュール 

区分 役割 

スケジュール 

H27 H28 H29 H30 H31 

住民・ 

地域 

地区別活動計画の策定及び地域課題解決に向けた計画の

実践 

 

    

事業者 

地域の事業者や企業としての地区別活動計画の策定及び

実践 
 

    

社協 地区別活動計画の策定推進及び実行の支援 

  

   

行政 地域会議、地区コミュニティ会議等との連携促進 

 

    

 

住民懇談会などで地域の課題などに

ついて検討し、解決するための地区別

計画を策定 

計画に基づき、いつまでに、どのような

主体が、どのような取組を、どこと連携

して実施するのかなどを決める 

地域で実行に移すとともに、計画の進

捗状況をチェックし、更に次の取組に

つなげていく 

地区別取組方針の振り返り 

地区ごとの計画作成支援 
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課題の早期発見 

相談 

研修等による知識 

や支援技術の向上 

 

様々な地域の支援機関 

専門機関 

支援へのつなぎ 

地域の中の見えにくい課題 

相談支援に対応する専門職 

（市内の関係相談窓口） 

   
基基基基基基基基本本本本本本本本目目目目目目目目標標標標標標標標４４４４４４４４        「「「「「「「「社社社社社社社社会会会会会会会会的的的的的的的的孤孤孤孤孤孤孤孤立立立立立立立立をををををををを防防防防防防防防ぐぐぐぐぐぐぐぐ支支支支支支支支援援援援援援援援とととととととと仕仕仕仕仕仕仕仕組組組組組組組組みみみみみみみみををををををををつつつつつつつつくくくくくくくくるるるるるるるる」」」」」」」」のののののののの重重重重重重重重点点点点点点点点取取取取取取取取組組組組組組組組  

重点取組８ 専門職のスキル向上・専門機関同士の連携強化 

 近年では、支援が必要なのにも関わらず、地域との交流を持ちたがらない人や、ひきこもり状態の

人など、これまでの福祉の枠では捉えられない対象が出てきています。このような今日的な福祉課題

に対応するためには、支援に関わる専門職において、知識や支援技術を高めていくことが求められて

います。 
 保健・医療・福祉の関係者が研修等を通じて相談や支援に関わる専門職のスキルの向上を図り、地

域の中で明らかになっていない潜在的な福祉ニーズや支援の必要性を把握します。また、各種相談機

関同士や警察、弁護士、医療機関などの各種専門機関との連携を強化することで、複合的な課題を抱

える人、制度の狭間で苦しむ人に適切な支援を行うことができる仕組みをつくります。 
 

■実施イメージ ～専門職のスキル向上と連携～ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■役割分担とスケジュール 

区分 役割 

スケジュール 

H27 H28 H29 H30 H31 

住民・ 

地域 

ＳＯＳの発信、支援を必要とする人の専門機関への取継

ぎ 

 

    

事業者 

サービス事業者、社会福祉法人等における専門職のスキ

ル向上及び専門機関同士の連携強化 

 

    

社協 

専門職のスキル向上、専門機関同士の連携強化、専門職

のスキル向上支援 

 

 

 

  

行政 

各種相談機関、専門機関同士の連携強化、専門職等のス

キル向上支援 

 

 

 

  

 

情報交換 
連携体制検討 

連携支援・研修支援 

合同研修会の開催 専門職情報交換会

の開催 
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重点取組９ 生活困窮者の自立支援方策の実施 

 平成25年12 月に成立した「生活困窮者自立支援法」に基づき、平成27年４月から、市町村

の役割として生活困窮者自立支援事業を実施することとなります。経済的に困窮する人や社会的

に孤立する人など、生活困窮者が増加している中で、生活保護などに至る前段階でのセーフティ

ネットを充実強化していくことが求められています。 

 事業の実施を通じ、生活困窮者一人ひとりへの支援を強化していくとともに、相談によって把

握した地域課題の蓄積により、社会的な孤立の防止と早期支援のための地域づくりへの働きかけ

を行います。 

 

 ■実施イメージ ～生活困窮者への支援～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■役割分担とスケジュール 

区分 役割 

スケジュール 

H27 H28 H29 H30 H31 

住民・ 

地域 

生活困窮者への支援の協力 

 

    

事業者 地域の事業者や企業としての生活困窮者への支援の協力 
 

    

社協 

行政やその他専門機関と連携を図り、専門的な相談、支

援などの実施 

 

    

行政 

 
生活困窮者自立支援事業の実施 

    

 

 

地域での自立した生活へ 

相談の受付           プラン作成 

 

住宅 

確保 

就労 

支援 

家計 

相談 

生活困窮者 

企業・団体の協力 

評価・検証 

地域課題の把握と蓄積 事業内容の充実 

本人や家族等の相談に応じ、一

人ひとりに合った支援方法を

検討します。プランを作成し、

個々の自立支援のために必要

なサービスを提供します。 
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基基基基基基基基本本本本本本本本目目目目目目目目標標標標標標標標５５５５５５５５        「「「「「「「「要要要要要要要要配配配配配配配配慮慮慮慮慮慮慮慮者者者者者者者者対対対対対対対対策策策策策策策策をををををををを進進進進進進進進めめめめめめめめるるるるるるるる」」」」」」」」のののののののの重重重重重重重重点点点点点点点点取取取取取取取取組組組組組組組組  

重点取組10 避難行動要支援者情報の共有・活用 

 平成 25 年６月に災害対策基本法の一部改正が行われ、市町村には、避難するのに特に支援を

要する避難行動要支援者の名簿を作成・提供することが義務付けられました。この背景には、東

日本大震災において、死者の多くを高齢者が占めていたことや、障がいのある人の死亡率が高か

ったこと、民生委員・児童委員の死者・行方不明者も多数いたことなどがあり、より実効性のあ

る避難支援の体制づくりが求められています。 

 東日本大震災の教訓等を踏まえ、本市においても避難行動要支援者の支援を強化し、地域が災

害時に名簿を活用し、避難支援や安否確認がスムーズに行える体制を整備します。 

 

■実施イメージ ～名簿の作成・活用の流れ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■役割分担とスケジュール 

区分 役割 

スケジュール 

H27 H28 H29 H30 H31 

住民・ 

地域 

避難行動要支援者ごとの支援の検討実施 

 

    

事業者 

サービス事業者、社会福祉法人等における避難の場の提

供及び避難生活の支援 
 

    

社協 災害時におけるボランティアセンターにおける対応 

 

    

行政 

避難行動要支援者の情報共有、地域での避難支援に係る

取組の推進 

 

  

 

 

 

災害ボランティアコーディネーターの養成 

個別支援計画策定による支援体制の構築 

地域による支援体制強化の 
ための支援 

支援の検証及び 
強化 

  

同意者名簿の提供  

相談等  

見守り・支援  

良好な関係

づくり 
 

同意の確認  

同意・不同意の返信

 

災害時には不同意者の名簿も提供  

・地域との良好な関係 

づくり 

 

・市への同意・不同意

 

の返信（意思表示）

 

対象者本人対象者本人対象者本人対象者本人
     

避難行動要支援者

名簿の作成 

行行行行        政政政政 
    

対象者への見守り・支

援 

地域住民・団体等地域住民・団体等地域住民・団体等地域住民・団体等 
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    数値目標数値目標数値目標数値目標    
本計画の推進状況をはかるものとして数値目標を掲げ、地域福祉を推進していきます。 

基本目標１ 「顔の見える関係づくり」を進める 

基本目標２ 地域福祉活動の担い手を増やす 

基本目標３ 助け合いのできる地域をつくる 

基本目標４ 社会的孤立を防ぐ支援と仕組みをつくる 

基本目標５ 要配慮者対策を進める 

市民アンケート … 本計画を策定するために平成25年度に市民、自治区長、民生・児童委員に実施したアンケートで、今後も計画の

改定に合わせて実施する予定。 

市民意識調査   … まちづくりに対する市民のニーズや意識を統計的に把握し、市政運営の基礎資料とするために実施している総合

的なアンケート調査。 

指標項目 考え方 現状値 目標値 

近所付き合いをしている市

民の割合 

市民アンケートにおいて、近所付き合いの程度が困

ったことの相談・助け合いや、そこに至らぬまでも

世間話をする程度である市民の割合 

62.6％ 

(平成25年度) 

80％ 

住民懇談会の開催数 地域(地区・自治区)単位での住民懇談会開催数 

年27回 

(平成25年度) 

年30回 

指標項目 考え方 現状値 目標値 

企業等が実施する地域貢献

活動への参加者数 
地域貢献等を目的に独自プログラムを企画した企

業・団体の数及び参加した社員等の数 
（社協のボランティア活動保険・行事用保険加入状況調べ） 

25社・団体 

延べ3,816人 

（平成26年度） 

30社・団体 

延べ5,000人 

ＮＰＯ・ボランティア活動に

参加している市民の割合 
市民意識調査等において、ＮＰＯ・ボランティア活

動に参加している市民の割合 
12.8％ 

（平成26年度） 

30％ 

指標項目 考え方 現状値 目標値 

隣近所で助け合い活動を行

っている市民の割合 
市民アンケートにおいて、隣近所での助け合いをし

ている市民の割合 

47.2％ 

（平成25年度） 

60％ 

地域支援者の数 ひとり暮らし高齢者を始めとする支援を要する人に

係る地域支援者の数 
延べ1,650人 

（平成26年11月末） 

延べ10,000人 

指標項目 考え方 現状値 目標値 

生活困窮者のうち、自立につ

ながった人の割合 
生活困窮者に係る自立相談支援事業の利用者のう

ち、プランを終了して自立につながった件数の割合 

― 30％ 

悩みがあるときに相談相手が

いる、相談をする市民の割合 
市民アンケートにおいて、生活上の悩みや不安につ

いて誰かに相談している市民の割合 

80.4％ 

（平成25年度） 

85％ 

指標項目 考え方 現状値 目標値 

避難行動要支援者の情報提

供に係る同意の割合 
避難行動要支援者の避難支援等関係者への情報提供

についての同意の割合 

76.1％ 

（平成26年11月末） 

85％ 

個別支援台帳の作成の割合 情報提供に係る同意をした避難行動要支援者のう

ち、個別支援台帳を作成した割合（年度末） 

－ 60％ 




